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運営指導における
主な指導事項等
訪問看護 編

埼玉県福祉監査課

看護師等の員数

看護職員（保健師、看護師又は准看護師）が常
勤換算方法で２．５人以上配置されていない事
例がありました。この事例は、人員配置基準を
満たしませんので、速やかに、基準を満たすよ
う措置を講じてください。
（この配置基準については、最小限の員数とし
て定められたものです。）
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主治の医師との関係

主治の医師に、定期的に訪問看護計画書及び訪
問看護報告書を提出してください。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の
作成
1. 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内
容に沿って訪問看護計画書を作成してください。

2. 訪問看護計画書の作成(変更)に当たっては、その主要な事項について、利用
者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、同意を得た
ことを明確にしてください。

3. 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、訪問看護計画書
及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携
して作成してください。訪問看護計画書には、理学療法士等が提供するもの
も含め訪問看護の内容を一体的に記載するとともに、訪問看護報告書には訪
問日や主な内容を記載することに加え、理学療法士等が提供した訪問看護の
内容とその結果等を記載した文書等を添付してください。
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勤務体制の確保等

1. 管理者、看護職員（いずれも、開設法人役員である
場合を含む。）の勤務状況が確認できない事例があ
りました。出勤簿やタイムカード等を整備し、勤務
状況が確認できるようにしてください。

2. 看護職員が、併設の病院や看護小規模多機能型居宅
介護事業所等の従業者を兼務している場合は、従事
する時間帯を分けるほか、勤務表も明確に区分する
など、訪問看護事業所での勤務状況が確認できるよ
うにしてください。

業務継続計画の策定等

1. 感染症や自然災害の発生時において、利用者に対
する訪問看護の提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための
計画（業務継続計画）を策定してください。

2. 当該業務継続計画に従い、研修及び訓練を定期的
に（年1回以上）実施してください。
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虐待の防止

1. 虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の
防止のための対策を検討する委員会を定期的に開
催するとともに、その結果について、看護師等に
周知徹底を図ってください。

2. 虐待の発生又はその再発を防止するための研修及
び訓練を定期的に（年1回以上）実施してくださ
い。

理学療法士等による訪問看護

理学療法士等による訪問看護を提供しているケー
スで、看護職員が利用者の状態を評価していない
事例がありました。理学療法士等による訪問看護
については、定期的な看護職員による訪問（初回
及び概ね３か月に１回程度）により、利用者の状
態の適切な評価を行ってください。
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複数名訪問加算

利用者又はその家族等の同意を得ずに、複数名
訪問加算を算定している事例がありました。
複数の看護師等が同時に訪問看護を行う場合は、
利用者又はその家族等の同意を得てください。
また、1人で看護を行うことが困難な理由（暴力
行為、著しい迷惑行為等が認められるなど）を
記録に残してください。

１時間３０分以上の訪問看護を行う場合

１時間３０分以上の訪問看護は、特別な管理を
必要とする利用者に対して、居宅サービス計画
上１時間３０分以上の訪問看護が位置付けられ
ている場合のみ算定してください。
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緊急時訪問看護加算

1. 緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、利用者又
はその家族等に対して当該加算を算定する旨を説明
し、その同意を得たことを明確にしてください。

2. 当該加算を算定する場合には、月ごとの初回の緊急
時訪問については、早朝・夜間、深夜であっても、
早朝・夜間、深夜の加算を算定することはできませ
ん。（当該月の２回目以降の緊急時訪問については、
早朝・夜間、深夜の加算を算定することができま
す。）

ターミナルケア加算

ターミナルケア加算の算定に当たっては、主治医
との連携の下に、ターミナルケアに係る計画及び
支援体制について、利用者及びその家族等に対し
て説明を行い、同意を得たことを明確にしてくだ
さい。
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主治の医師の特別な指示があった場合の
取扱い

主治医から、利用者が急性増悪等により一時的に
頻回の訪問看護が必要である旨の特別指示書の交
付があった場合は、交付の日から１４日間を限度
として医療保険の給付対象となるため、当該期間
中は訪問看護費を算定しないでください。

初回加算
1. 初回加算（Ⅰ）について、退院した日に初回の訪
問看護を行っていないにもかかわらず、算定してい
る事例がありました。当該事例は、算定要件を満た
しません。

2. 初回加算（Ⅱ）について、訪問看護計画書を作成せ
ずに算定している事例がありました。当該事例は算
定要件を満たしません。
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退院時共同指導加算

退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪
問看護記録書に記録してください。
また、利用者又はその看護に当たっている者に
対して、在宅での療養上必要な指導内容を提供
してください。

サービス提供体制強化加算
1. 全ての看護師等（理学療法士等を配置している場合は、当該理学療法士等を含

む。）に対し、看護師等ごとの個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実
施時期等を定めた研修計画を作成の上、研修を実施してください。

2. 利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は看護師等
の技術指導を目的とした会議は、おおむね１月に１回以上、全ての看護師等が
参加の上開催してください。なお、いくつかのグループ別に分かれて開催する
ことでも差し支えないとされています。また、会議の開催状況について、その
概要を記録してください。

3. 全ての看護師等に対して、健康診断を定期的（少なくとも１年以内ごとに１
回）に実施してください。
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同一敷地内建物等における減算

事業所と同一建物の有料老人ホームに居住する
利用者について、同一建物減算をせずに介護給
付費を請求している事例がありました。
当該事例は同一建物減算の対象となります。


